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全額保護     保護限度 破たん金融機関の財産の
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【定期預金】

        保護限度  破たん金融機関の財産の
                 状況に応じて支払い
           （一部カットされることがあります。）
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皆
さ
ん
は
、
「
今
年
の
４
月

か
ら
ペ
イ
オ
フ
が
解
禁
さ
れ
る
」

と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
で
は
「
ペ
イ

オ
フ
解
禁
」
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
ご
存
知
で
す
か
。

ペ
イ
オ
フ
解
禁
に
備
え
て
の

基
礎
知
識
と
し
て
、
こ
れ
か
ら

「
預
金
保
険
制
度
」
に
つ
い
て

説
明
し
て
い
き
ま
す
。

ペ
イ
オ
フ
解
禁
と
は

現
在
、
預
金
保
険
制
度
に
加

入
し
て
い
る
金
融
機
関
が
万
が

一
破
た
ん
し
た
場
合
、
特
例
措

置（
＊
）と
し
て
、預
金
等
は「
全

額
保
護
」
さ
れ
ま
す
が
、
平
成

１４
年
４
月
か
ら
は
預
金
保
険
に

よ
り
保
護
さ
れ
る
預
金
等
は
一

定
の
金
額
の
範
囲
内
と
な
り
ま

す
。
こ
う
し
た
預
金
等
の
「
全

額
保
護
」か
ら「
定
額
保
護
」
へ

の
移
行
が
、
一
般
に
「
ペ
イ
オ

フ
解
禁
」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
向
け
て
、

皆
さ
ん
は
今
ま
で
以
上
に
「
預

金
保
険
制
度
」
に
つ
い
て
知
っ

て
お
く
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ

ま
す
。

（
＊
）
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、

平
成
１４
年
３
月
末
ま
で
に
預
金

保
険
機
構
へ
の
資
金
援
助
の
申

込
み
等
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

預
金
保
険
制
度
と
は

預
金
保
険
制
度
と
は
、
金
融

機
関
が
預
金
等
の
払
戻
し
を
停

止
し
た
と
き
な
ど
に
、
預
金
者

等
を
保
護
し
、
信
用
秩
序
の
維

持
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
制
度
で
、
政
府
、
日
本
銀
行

お
よ
び
民
間
金
融
機
関
の
出
資

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
預
金
保
険

機
構
が
運
営
機
関
と
な
っ
て
い

ま
す
。

預
金
者
が
預
金
保
険
制
度
の

対
象
金
融
機
関
に
保
険
の
対
象

と
な
る
預
金
等
を
す
る
と
、
預

金
者
、
金
融
機
関
お
よ
び
預
金

保
険
機
構
と
の
間
で
、
自
動
的

に
保
険
関
係
が
成
立
し
ま
す
。

対
象
金
融
機
関
及
び

対

象

預

金

等

預
金
保
険
制
度
の
対
象
と
な

る
金
融
機
関
は
表
１
の
と
お
り

で
、
保
険
の
対
象
と
な
る
預
金

等
は
預
金
保
険
の
対
象
と
な
る

金
融
機
関
が
扱
っ
て
い
る
表
２

の
金
融
商
品
に
な
り
ま
す
。
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

預
金
保
険
制
度
の
対
象
と
な
る

金
融
機
関
で
あ
っ
て
も
取
扱
商

品
に
よ
っ
て
は
保
険
の
対
象
外

と
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

預
金
保
護
の
仕
組
み

金
融
機
関
が
破
た
ん
し
た
と

き
の
預
金
等
を
保
護
す
る
仕
組

み
と
し
て
は
、
①
破
た
ん
金
融

機
関
の
営
業
を
健
全
な
金
融
機

関
に
譲
渡
す
る
な
ど
し
て
、
そ

の
際
必
要
な
資
金
を
預
金
保
険

機
構
が
援
助
す
る
方
式
（
い
わ

ゆ
る
資
金
援
助
方
式
）
、
②
預

金
保
険
機
構
が
預
金
者
に
直
接

保
険
金
を
支
払
う
方
式
（
い
わ

ゆ
る
ペ
イ
オ
フ
方
式
）
の
二
つ

が
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
方
式

で
も
預
金
等
が
保
護
さ
れ
る
範

囲
は
同
じ
で
す
が
、
①
の
場
合

は
、
破
た
ん
金
融
機
関
の
一
定

の
金
融
機
能
（
預
金
の
受
入
・

払
出
、決
済
サ
ー
ビ
ス
等
）が
健

全
な
金
融
機
関
に
移
転
し
維
持

さ
れ
る
の
に
対
し
、
②
の
場
合

は
、
破
た
ん
金
融
機
関
の
金
融

機
能
が
停
止
し
清
算
さ
れ
ま
す
。

預
金
等
の
保
護
の
範
囲

平
成
１４
年
４
月
以
降
は
段
階

的
に
定
額
保
護
へ
移
行
し
ま
す
。

ま
ず
、
平
成
１４
年
４
月
か
ら

平
成
１５
年
３
月
末
ま
で
の
１
年

間
は
、
保
険
の
対
象
と
な
る
定

期
預
金
等
に
つ
い
て
は
、
表
３

の
と
お
り
名
寄
せ
し
た
う
え
で

１
金
融
機
関
ご
と
に
預
金
者
１

人
当
た
り
元
本
１
、
０
０
０
万

円
ま
で
と
そ
の
利
息
等
を
限
度

に
保
護
さ
れ
、
そ
れ
と
は
別
に

当
座
預
金
・
普
通
預
金
・
別
段

預
金
は
全
額
保
護
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
平
成
１５
年
４
月
以

降
は
、
保
険
の
対
象
と
な
る
預

金
等
の
保
護
限
度
額
は
、
表
４

の
と
お
り
名
寄
せ
し
た
う
え
で

１
金
融
機
関
ご
と
に
預
金
者
１

人
当
た
り
、
元
本
１
、
０
０
０

万
円
ま
で
と
そ
の
利
息
等
と
な

り
ま
す
。

保
護
限
度
額
を
超
え

る
預
金
等
の
取
扱
い

預
金
保
険
の
対
象
と
な
る
預

金
等
の
う
ち
１
、
０
０
０
万
円

を
超
え
る
元
本
と
そ
の
利
息
等

や
預
金
保
険
対
象
外
の
預
金
等

は
、
破
た
ん
し
た
金
融
機
関
の

財
産
の
状
況
に
応
じ
て
支
払
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
預
金
等
が
支
払
わ
れ
る
ま

で
に
は
か
な
り
の
時
間
が
か
か

る
場
合
が
あ
る
た
め
、
預
金
保

険
機
構
は
預
金
者
か
ら
の
請
求

に
基
づ
い
て
、
破
産
配
当
見
込

額
を
考
慮
し
た
一
定
の
金
額
で

当
該
預
金
等
を
買
取
る
形
で
支

払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
（
こ
れ
を
「
概

算
払
い
」
と
い
い
ま
す
）

最

後

に

定
額
保
護
へ
移
行
後
に
金
融

機
関
が
破
た
ん
し
た
と
き
に
は
、

預
金
等
の
一
部
が
最
終
的
に
払

戻
し
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も

予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、

預
金
者
は
日
頃
か
ら
金
融
商
品

に
関
す
る
知
識
を
養
っ
て
お
く

こ
と
、
取
引
金
融
機
関
の
経
営

状
況
な
ど
を
把
握
し
て
お
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

平成１４年（２００２年）３月１０日

編集・発行（季刊）西宮市消費生活センター
〒６６３‐８０３５西宮市北口町１番１号

電 話 ０７９８‐６９‐３１５９

ＦＡＸ ０７９８‐６９‐３１６２

ホームページhttp://www.nishi.or.jp/～syouhi/

【
相
談
】

７
年
前
に
受
講
し
た
経
営

管
理
士
通
信
講
座
の
生
涯
学

習
が
、
ま
だ
終
了
し
て
い
な

い
と
電
話
が
あ
り
、
継
続
か

終
了
か
と
聞
か
れ
た
た
め
、

終
了
す
る
と
返
事
を
し
た
。

後
日
、
終
了
す
る
た
め
に
必

要
と
商
品
の
申
込
書
と
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
申
込
書
が
届
い
た

が
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

こ
れ
は
、
資
格
商
法
の
二

次
被
害
と
言
わ
れ
る
も
の

で
、
以
前
に
電
話
勧
誘
な
ど
で

資
格
取
得
講
座
を
契
約
し
た
こ

と
が
あ
る
人
に
対
し
て
、
「
資

格
を
取
る
ま
で
継
続
す
る
義
務

が
あ
る
」
ま
た
は
「
登
録
を
抹

消
す
る
手
続
き
が
必
要
」
な
ど

と
新
た
な
契
約
を
迫
る
も
の
で

す
。
し
か
し
、
継
続
す
る
義
務

が
あ
る
と
い
う
の
は
偽
り
で
あ

り
、
ま
た
、
終
了
手
続
き
の
た

め
の
費
用
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
相
談
の
場
合
は
、
業
者

と
信
販
会
社
あ
て
に
申
し
込
む

意
思
が
な
い
こ
と
を
書
面
で
通

知
す
る
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。

資
格
商
法
な
ど
の
勧
誘
電
話

は
、
突
然
、
職
場
や
自
宅
に
か

か
り
、
一
度
契
約
す
る
と
複
数

の
業
者
か
ら
次
々
と
か
か
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

強
引
で
巧
妙
な
勧
誘
で
、
多

数
、
多
額
の
契
約
を
さ
せ
ら
れ

た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

必
要
が
な
い
も
の
は
、
き
然

と
し
た
態
度
で
断
り
ま
し
ょ
う
。

【
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
】

こ
の
よ
う
な
電
話
勧
誘
販
売

は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法

律
で
規
制
さ
れ
て
お
り
、
消
費

者
は
契
約
書
面
を
受
け
取
っ
た

日
か
ら
８
日
以
内
で
あ
れ
ば
ク

ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
ま
す
。

契
約
を
す
る
意
思
が
な
い
と
き

は
期
間
内
に
そ
の
旨
を
書
面
で

通
知
し
ま
し
ょ
う
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
通
知
は

内
容
証
明
郵
便
で
の
送
付
が
最

も
確
実
で
す
が
、
ハ
ガ
キ
で
通

知
す
る
場
合
は
、
両
面
を
コ
ピ

ー
し
て
残
し
、
配
達
記
録
郵
便

で
送
り
ま
し
ょ
う
。

電
話
で
の
申
し
出
は
、記
録
が

残
ら
な
い
た
め
、
あ
と
で
ト
ラ

ブ
ル
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
通
知

を
発
信
し
た
と
き
に
効
力
が
生

じ
る
た
め
、
消
印
の
日
付
が
ク

ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
内
で
あ

れ
ば
有
効
で
す
。
ま
た
、
業
者

の
同
意
も
不
要
で
す
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
通
知
の

書
き
方
は
、
契
約
書
面
な
ど
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
の
よ
う
な
契
約
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル
や
商
品
の
品
質
、

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な
ど
で
お

困
り
の
時
に
は
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
相
談
コ
ー
ナ
ー
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
相
談
コ
ー
ナ
ー
】

月
曜
〜
金
曜（
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
３０
分

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

専
用
電
話
０
７
９
８（
６
４
）

０
９
９
９

非対象金融機関等

○政府系金融機関
○外国銀行の日本支店
○商工組合中央金庫
○郵便局
○農林中央金庫
○農協
○漁協

（注１）

○水産加工業協同組合
○保険会社

（注２）
○証券会社

対象金融機関等

○銀行
（日本国内に本店のあるもの）
○信金中央金庫
○信用金庫
○全国信用協同組合連合会
○信用協同組合
○労働金庫連合会
○労働金庫

対 象 外

○外貨預金
○外国銀行の日本支店の預金
○オフショア預金
○日本銀行の預金（国庫金を
除く）
○対象金融機関の預金
○預金保険機構の預金
○無記名預金
○他人名義預金
○導入預金
○元本補てん契約のない金銭
信託（ヒット等）
○金融債（保護預り専用商品
以外のもの） など

対 象

○預金（右の預金を除く）
当座預金、普通預金
通知預金、納税準備預金
貯蓄預金、定期預金
別段預金
○定期積金
○掛金
○元本補てん契約のある金銭
信託（貸付信託を含む）
○金融債（保護預り専用商品
に限る）
○上記を用いた財形貯蓄商品
及び確定拠出年金の積立金

●一つの金融機関の複数の支店に合わせて元本
１，３００万円の定期預金と元本２００万円の普通預
金がある場合

●一つの金融機関の複数の支店に合わせて元本
１，５００万円の預金がある場合

〈表３〉
平成１４年（２００２年）４月から平成１５年（２００３年）３月末までの１年間の取扱い
預金保険の対象となる定期預金等については、名寄せをした上で１金融機関ごとに預金者
１人当たり、元本１，０００万円までとその利息等を限度として保護されます。それとは別に、
当座預金・普通預金・別段預金は全額保護されます。

〈表４〉
平成１５年（２００３年）４月からの取扱い
預金保険の対象となる預金等については、名寄せをした上で１金融機関ごとに預金者１人
当たり、元本１，０００万円までとその利息等を限度として保護されます。

※また、資金援助方式の場合に、保護限度額の部分と当座預金・普通預金・別段預金については、
引続き譲受金融機関と取引が継続されることになります。

表２ 預金保険の対象と対象外の預金等

本文資料提供 預金保険機構
ペイオフについてのお問い合わせは預金保険機構 TEL０３‐３２１２‐６０２９

ホームページ http://www.dic.go.jp.

●一つの金融機関のある支店に元本１，５００万円の
定期預金と元本１，３００万円の普通預金がある場
合

●一つの金融機関のある支店に元本１，５００万円の
預金がある場合

知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ペ
イ
オ
フ
の
こ
と
○○銀行

（注１）農水産業協同組合貯金保険制度に加入
（注２）保険会社は「保険契約者保護機構」、証券会

社は「投資者保護基金」にそれぞれ加入

｝

表１ 預金保険の対象金融機関

｝

資
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安全で安心
できる社会を
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